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１ はじめに 

（１）電子納品に関する運用基準の目的 

 電子納品に関する運用基準（建築工事編）（以下「本基準」という。）は、名古

屋市交通局が平成２２年度から実施している建築工事における電子納品の実施に

対応するために作成したものである。 

（２）本基準の概要 

 本基準は、電子納品の定義及び対象範囲、電子納品の流れ、受発注者間の協議

事項及び検査方法などの「電子納品の運用に関する事項」並びに工事及び業務委

託の成果品のうち電子的手段によって発注者に引き渡す書類（以下「電子成果品」

という。）の電子データの形式など「電子成果品の作成方法に関する事項」を定め

たものである。 

 

 

 

２ 電子納品の対象業務 

電子納品の対象業務を表－１に示す。 

 

表－１ 電子納品の対象業務 

区分 対象 

工事 
※1

 全件実施 

設計業務委託 

測量業務委託 

調査業務委託 

全件実施 

※１ 単価契約の工事は除く。 
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３ 電子納品の定義と対象範囲 

（１）電子納品の定義 

 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品と

して納品することをいう。 

 

 

（２）適用する要領 

 電子納品は、本運用基準及び「名古屋市交通局 成果品仕様書(建築工事編)」

に従って成果品を作成する。 

 成果品仕様書は、表－２に示す国土交通省の要領等を参考としている。 

 

表－２ 電子納品で参考とする要領 

  

（参考）国土交通省の各電子納品基準・要領は以下のＷｅｂページで確認のこと。 

「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Web サイト 

   http://www.cals-ed.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建
築 

工事 営繕工事電子納品要領 

設計 建築設計業務等電子納品要領 

地質調査 電子納品運用ガイドライン[地質・土質調査編]  

全般 デジタル写真管理情報基準 

http://#
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（３）電子納品の対象成果品 

電子納品の対象となる成果品及びその作成形式を表－３及び表－４に示す。 

表－３ 電子納品の対象書類(工事) 

電子納品対象書類 ファイル形式 必須／任意の区分 

完成図面 ＳＸＦ（sfc）形式 
※２

 必須 
※３

 

工事写真 
ＪＰＥＧ形式 

(100 万～300 万画素程度) 
必須 

その他書類 PDF 形式又はオリジナルファイル 
※４

 任意 
※５

 

 

表－４ 電子納品の対象書類（業務委託） 

電子納品対象書類 ファイル形式 必須／任意の区分 

図面 ＳＸＦ（sfc）形式 
※６

 

必須 
記録写真 

ＪＰＥＧ形式 

(100 万～300 万画素程度) 

その他書類 PDF 形式又はオリジナルファイル 
※４

 任意 
※５

 

※２ 図面データ交換フォーマットＳＸＦ標準に準拠し、かつ、ＳＸＦファイルの読込、保存が可能

なバージョンを使用する場合はＪＷＷ形式も可とする。 

※３ 完成図面は、発注図面がＣＡＤ図面の場合には、電子納品の対象とする。 

※４ オリジナルファイルとは、原則、ワープロ、表計算ソフト等で作成された電子データであり、

紙をスキャニングして作成した電子データを除く。（一般的でない形式の場合は監督員と協議す

ること。） 

※５ 任意の場合は、受発注者間の事前協議により決定する。 

※６ ＳＸＦ形式から JW-CAD（ＳＸＦデータの読込、保存に対応したバージョン以上）に読込んだ

場合にオリジナルデータと相違が発生する場合は、監督員と協議のこと。 
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表－５に、工事における完成図面の作成形式を示す。 

表－５ 完成図面の作成形式 

ＣＡＤ図面のファイル形式 
※７

 

発注者が提供する図面データ 完成図面 

ＳＸＦ(sfc)形式 ＳＸＦ(sfc)形式 

その他の形式 発注図面と同様の形式又は作成可能な形式 
※８

 

紙図面 紙図面 
※９

 

※７ 発注図面が、受注者のＣＡＤソフトで開かない又は線がずれるなど、発注図面に不備がある場

合は、発注図面（ＣＡＤ図面）を参考データとして扱い、発注者は紙図面を受注者へ渡し、完成

図面の形式は紙図面とする。 

  発注図面に別途指示がある場合は、それを優先する。 

※８ ＳＸＦ形式で作成することを妨げるものではない。 

※９ 作成可能な形式でのＣＡＤ図面の作成を妨げるものではない。 
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４ 電子納品の運用方法 

（１）電子納品の流れ 

   交通局における電子納品の流れを以下に示す。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

      

 

 

 

 

                                   

 

 

                

 

図-1 電子納品の流れ 

電子納品に関する 
特記仕様書の記載 

発注図書の作成 

発注図面(電子)の提供 
(発注者から受注者へ) 

【事前協議】 
・電子納品対象書類 ・対象書類作成方法 
・電子納品の方法  ・検査方法など 

発注図面 

【書類・写真・図面のやりとり】 
（紙・電子メール等） 

【電子成果品の作成】 
(電子成果品作成ソフト等による） 

電子成果品の提出 

CD-R 等 
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（２）協議事項 

  ア 協議時期 

 電子納品の実施にあたっては、工事及び業務委託の着手時に受発注者間で事前

に協議を行い、実施中の混乱や手戻りを防ぐものとする。 

  イ 協議事項 

 事前協議は、以下の事項について協議するものとする。 

・電子成果品対象書類 

    ・電子成果品の作成方法（ファイル形式等） 

    ・電子成果品の提出方法 

    ・電子成果品の検査方法 

    ・その他受発注者間で、事前の協議が必要として合意した事項 

  ウ 協議方法 

 事前協議は、「付属資料１ 事前協議チェックシート」を用いて行う。 

 協議後の事前協議チェックシートは、受発注者双方が確認の上、受注者が原本

を、発注者がその写しを保管する。 

 事前協議チェックシートは、標準的な様式として定めたものであり、必要に応

じて協議事項を加除修正することができるものとする。 

 

（３）電子成果品の提出方法 

ア 提出部数等 

 電子納品の対象書類を電子データで格納したＣＤ－Ｒ等を１部提出するものと

し、受発注者間での協議により、必要に応じて提出部数を増やすことも可とする。 

イ 電子媒体の種別等 

 電子媒体は、改ざん防止のため、一度しかデータの書き込みができないＣＤ－

Ｒ及びＤＶＤ－Ｒを用いるものとする。  

ウ 電子媒体納品書 

 納品する電子媒体の原本性を確保するため、付属資料２に示す「電子媒体納品

書」を作成し、納品時に電子媒体と併せて提出すること。 

 

（４）電子成果品のチェック 

ア 電子成果品チェックシステムによるチェック 

 受注者は、原則、国土交通省の電子納品チェックシステム
※10

を用いて、電子成

果品のフォルダ構成・名称、ファイル名称等が国土交通省の各電子納品要領・基

準に従って作成されていることを確認する。 

 エラー項目への対処については、国土交通省のＷｅｂページにある「利用マニ

ュアル」（http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/）を参照する。 

 担当監督員は、受注者から電子媒体を受領後、国土交通省の電子納品チェック

システムにより、チェックを行うものとする。 

 電子成果品は、電子納品チェックシステム
※10

が動作する形式で作成するものと

http://#
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し、フォルダ構成・名称、ファイル名称等についてエラーが発生した場合は、エ

ラー解決に努めるものとするが、受発注者間協議の結果、成果品として支障がな

いと判断された場合は、この限りでない。 

 

※１０ 電子納品チェックシステム 

 電子成果品が国土交通省納品要領どおりに作成されていることを確認するために、

国土交通省が作成したソフトウェア。Web ページ 

（http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/）から無償でダウンロードが可能。 

 

イ ウィルスチェック 

受注者は、電子成果品が完成した時点で、必ずウィルスチェックを行うこと。 

ウィルスチェックソフトは、信頼性の高いものを使用するものとし、常に最新 

のデータに更新（アップデート）したものを使用するものとする。 

担当監督員は、受注者より提出された電子媒体に対し、必ずウィルスチェック 

を行うこと。 

 

（５）検査方法 

電子成果品は、表－６に示す検査を実施する。 

電子成果品の検査に用いるパソコンは発注者が用意する。 

表－６ 検査方法 

区分 電子納品書類 検査方法 

工
事 

完成図面 原則として、納品された電子データによる検査を行う。 

 

写真 原則として、納品された電子データによる検査を行う。 

 

その他 原則として、紙媒体による検査を行う。 

 

業
務
委
託 

図面 原則として、納品された電子データによる検査を行う。 

 

写真 原則として、納品された電子データによる検査を行う。 

 

その他 原則として、紙媒体による検査を行う。 

 

 

 

 

 

付属資料１ 事前協議チェックシート 

 

http://#
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付属資料２ 

 

 

  年  月  日   

  

電 子 媒 体 納 品 書 
 
（あて先）名古屋市交通局長 

受注者（住所） 
                 （氏名）               
 
下記のとおり電子媒体を納品します。 
 

記 
 

工事名／業務委託名 ○○○○○○○○○○工事 執行番号 0000000000 

電子媒体の種類  規 格 単 位 数 量 作成年月日 備 考 

ＣＤ－Ｒ  Joliet 部 １ ○年○月  

ＤＶＤ－Ｒ UDF Bridge     

電子納品対象書類 適 用 要 領 ・ 基 準 内 容 

     

   

   

   

   

   

備 考 
 
 
 
 
 
 

 

 

事前協議チェックシートで合意した電子納品

対象書類及び適用要領・基準を記入する。 


